
規

則

訓

令

福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
二
十
四
号

福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
文
書
等
管
理
規
則(

平
成
十
二
年
福
島
県
規
則
第
百
六
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
七
号
中

｢

、
行
政
組
織
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職｣

を
削
り
、

｢

第
二
十
二
条
の
三｣

を｢

第
二
十
二
条
の
二｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
商
工
労
働
部
の
項
中｢

福
島
県
立
会
津
高
等
技
術
専
門
校(

会
技
専)

福
島
県
立
浜
高

等
技
術
専
門
校(

浜
技
専)

｣

を｢

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
会
津(

テ
ク
ノ
会)

福
島
県
立

テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
浜(

テ
ク
ノ
浜)

｣

に
改
め
、
同
表
農
林
水
産
部
の
項
中｢

福
島
県
相
馬
北
部
用

水
改
良
事
務
所(

相
用)

福
島
県
富
岡
用
水
改
良
事
務
所(

富
用)

福
島
県
会
津
南
部
ほ
場
整
備

事
務
所(

会
南
ほ)

｣

を｢

福
島
県
富
岡
用
水
改
良
事
務
所(

富
用)

｣

に
改
め
る
。

様
式
第
九
号
中｢県

報
の
締
切
日
時
｣

を｢県
報
に
登
載
す
る
原
稿
の
送
付
期
限
｣

に
、｢水

曜
日

正
午
｣

を｢火
曜
日
｣

に
、｢そ

の
週
の
月
曜
日
正
午
｣

を｢前
週
の
金
曜
日
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
様
式
第
九
号

に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

文
書
法
務
課)

福
島
県
訓
令
第
七
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程(

平
成
十
年
福
島
県
訓
令
第
二
十
四

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中｢

産
業
廃
棄
物
対
策
課｣

を｢

産
業
廃
棄
物
課｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
号
中｢

保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室
医
療
看
護
課｣

を｢

保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室

地
域
医
療
課｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
中｢

農
林
事
務
所
農
業
普
及
部｣

を｢

農
林
事
務
所
農
業
振
興
普
及
部｣

に
、｢

又
は｣

を｢

若
し
く
は｣

に
改
め
、｢

も
の｣

の
下
に｢

又
は
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
有
機
農
業
推
進
室
に
勤
務

す
る
職
員
で
同
法
第
九
条
の
資
格
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
知
事
が
指
定
す
る
も
の｣

を
加
え
る
。

第
十
五
条
第
三
号
中｢

肉
畜
課
科
長｣

を｢

肉
畜
科
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
、
第
十

三
条
の
改
正
規
定(

｢

農
林
事
務
所
農
業
普
及
部｣

を｢

農
林
事
務
所
農
業
振
興
普
及
部｣

に
改
め
る

部
分
に
限
る
。)

及
び
第
十
五
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

人

事

課)
福
島
県
訓
令
第
八
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

平成22年３月26日 金曜日 福 島 県 報 号外第15号1

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

一

訓

令

○
特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員

の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令

一

○
職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

一

○
福
島
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令

二

○
福
島
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
訓
令

三



福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程(

昭
和
三
十
八
年
福
島
県
訓
令
第
三
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
衛
生
上
の
試
験
及
び
検
査
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

医
療
機
器
関
連
分
野

福
島
市
光
が
丘
一
番
地

医
療
機
器
に
関
連
す
る
分
野
の
産
業
の

産
業
の
振
興
及
び
集

(

公
立
大
学
法
人
福
島
県
立

振
興
及
び
集
積
に
関
す
る
こ
と
。

積
に
関
す
る
業
務
に

医
科
大
学)

従
事
す
る
職
員

別
表
郡
山
都
市
圏
総
合
都
市
交
通
体
系
調
査
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
郡
山
都
市
圏
総
合
都
市

交
通
体
系
調
査
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
を
削
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

行
政
経
営
課)

福
島
県
訓
令
第
九
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
公
印
規
程(

昭
和
三
十
一
年
福
島
県
訓
令
第
二
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中｢

福
島
県
部
長
印

15
の
２

同

同

を｢

福
島
県

福
島
県
理
事
印

15
の
３

同

同｣

部
長
印

15
の
２

同

同｣

に
、｢

15
の
４｣

を｢

15
の
３｣

に
、｢
15
の
５｣

｢

福
島
県
局
次
長

を｢

15
の
４｣

に
、｢

福
島
県
局
次
長
印

17
の
４

同

同

を

福
島
県
食
産
業

福
島
県
課
長
印

18

方
二
一

同｣

福
島
県
課
長
印

印

17
の
４

同

同

振
興
監
印

17
の
５

同

農
林
水
産
部
生
産
流
通
総
室
農
産
物
安
全
流

に
改
め
る
。

通
課
長

18

方
二
一

総
務
部
文
書
管
財
総
室
文
書
法
務
課
長

｣

第
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中｢

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー

101

方
二
三

福
島
県

郡
山
印

長

｢

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー

101

方
二
一

福
島

郡
山
印

長

立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山
校

を

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー

201

同

福
島

｣

会
津
印

長

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー

301

同

福
島

浜
印

県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山
校

県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
会
津
校

｢

福
島
県
現
金
出
納
員
印(

福
島

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山

113

県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
浜
校
長

用)

｣
｢

福
島
県
現
金
出
納
員
印(

福
島

県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山

用)福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー

会
津
校
長
印

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー

会
津
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学

校
長
印

同(

学
生
証
明
用)

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー

会
津
職
業
能
力
開
発
校
長
印

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山
の

同(

学
生
証
明
用)

径
二
四

福
島
県
現
金
出
納
員

を

福
島
県
現
金
出
納
員
印(

福
島

｣

県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
会
津

用)福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー

浜
校
長
印

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー

浜
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校

長
印

同(

学
生
証
明
用)

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー

浜
職
業
能
力
開
発
校
長
印

同(

学
生
証
明
用)

福
島
県
現
金
出
納
員
印(

福
島

県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
浜
用)

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山
の

113

径
二
四

福
島
県
現
金
出
納
員
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210

方
二
一

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
会
津
校

長

211

同

同

211
の
２

方
一
八

同

212

方
二
一

同

212
の
２

方
一
八

同

213

径
二
四

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
会
津
の

に
改
め
る
。

福
島
県
現
金
出
納
員

310

方
二
一

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
浜
校
長

311

同

同

311
の
２

方
一
八

同

312

方
二
一

同

312
の
２

方
一
八

同

313

径
二
四

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
浜
の
福

島
県
現
金
出
納
員

｣

第
十
条
中

｢

、
理
事

(

福
島
県
行
政
組
織
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
を
い

う
。)

｣

を
削
り
、｢

政
策
監｣

の
下
に｢

、
食
産
業
振
興
監｣

を
加
え
る
。

｢
｢

別
表
第
一
中

を

｣
｢

｢

に
、

を

｣
｣

｣

に
改
め
る
。

｢
｢

別
表
第
二
中

を

｣

に
改
め
、
同
表
備
考
中｢

113｣

の
下
に｢

、
213
及
び
313｣

を
加
え
る
。

｣

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

文
書
法
務
課)

福
島
県
訓
令
第
十
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平成22年３月26日 金曜日 福 島 県 報 号外第15号3

福 島 県

理 事 印

15の３

福 島 県

局 長 印

15の４

福 島 県
安 全 管
理 監 印

15の５

福 島 県

局 長 印

15の３

福 島 県
安 全 管
理 監 印

15の４

福 島 県

局次長印

17の４

福 島 県

局次長印

17の４

福 島 県
食 産 業
振興監印

17の５

113

福島県立テク
ノアカデミー
会 津 之 印

201

113

210

福島県立テク
ノアカデミー
会津校長印

211

福島県立テクノ

アカデミー会津

職 業 能 力 開 発

短期大学校長印

211の２
学 生 証 明 用

福島県立テクノ
アカデミー会津
職 業 能 力 開 発
短期大学校長印

212

福島県立テク
ノアカデミー
会津職業能力
開発校長印

212の２
学 生 証 明 用

福 島 県 立 テ ク
ノ ア カ デ ミ ー
会 津 職 業 能 力
開 発 校 長 印

213

福島県立テク
ノアカデミー
浜 之 印

301

福島県立テク
ノアカデミー
浜 校 長 印

310

311

福島県立テクノ

ア カ デ ミ ー 浜

職 業 能 力 開 発

短期大学校長印

311の２
学 生 証 明 用

福島県立テクノ
ア カ デ ミ ー 浜
職 業 能 力 開 発
短期大学校長印

312

福島県立テク
ノアカデミー
浜職業能力
開発校長印

312の２
学 生 証 明 用

福 島 県 立 テ ク
ノ ア カ デ ミ ー
浜 職 業 能 力
開 発 校 長 印

313
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平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
公
文
例
規
程(

昭
和
三
十
五
年
福
島
県
訓
令
第
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

安
全
管
理
監

第
八
条
第
二
項
の
表
中

過
疎
・
中
山
間
地
域
振
興
担
当
理
事

を｢

安
全
管
理
監｣

に
改
め
、
同

子
ど
も
施
策
担
当
理
事

空
港
担
当
理
事

｣

表
備
考
一
中｢

政
策
監｣
の
下
に｢

、
食
産
業
振
興
監｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

文
書
法
務
課)

平成22年３月26日 金曜日 福 島 県 報 号外第15号 4


